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創刊号 

法
定
合
併
協
議
会
を
設
置
し
、第
１
回
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た 

法
定
合
併
協
議
会
を
設
置
し
、第
１
回
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た 

　
長
岡
市
と
栃
尾
市
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で
法
定

合
併
協
議
会
の
設
置
議
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
て
、
1
月
21
日
に
協
議
会
を
設
置
し
、
１
月
26
日

に
第
1
回
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
を
長
岡
市

役
所
で
開
催
し
ま
し
た
。 

　
協
議
会
で
は
、
両
市
で
平
成
17
年
３
月
末
ま
で
に

廃
置
分
合
（
合
併
）
の
議
決
を
し
て
県
に
申
請
を
し
、

平
成
17
年
度
中
に
合
併
す
る
方
針
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。 

　
第
1
回
合
併
協
議
会（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）

で
は
、
は
じ
め
に
、
委
員
の
紹
介
を
行
い
、
次
に
協

議
会
の
規
約
や
組
織
体
制
な
ど
に
つ
い
て
報
告
を
行

い
ま
し
た
。 

　
協
議
事
項
で
は
、
各
種
規
程
、
事
業
計
画
及
び
予

算
の
ほ
か
、「
協
定
項
目
の
協
議
方
針
」「
合
併
の
方

式
」
な
ど
に
つ
い
て
提
案
し
、
協
議
を
行
い
ま
し
た
。 

 

　
協
議
会
の
規
約
や
、
協
議
会
設
置
に
あ
た
り
会
長
が

定
め
た
規
約
な
ど
を
報
告
し
ま
し
た
。 

 

◆
報
告
第
1
号 

　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
規
約
及
び
協
議
書 

 

◆
報
告
第
2
号 

　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
幹
事
会
規
程 

 

◆
報
告
第
3
号 

　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
分
科
会
規
程 

 

◆
報
告
第
4
号 

　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
事
務
局
規
程 

 

◆
報
告
第
5
号 

　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
財
務
規
程 

 

◆
報
告
第
6
号 

　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
委
員
の
報
償
費
及
び 

　
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
程 

 

◆
報
告
第
7
号 

　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
の
組
織
体
制 

　
（
４
頁
に
組
織
体
系
図
掲
載
） 

 

　
※
報
告
事
項
の
詳
し
い
内
容
は
、
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。
ま
た
協
議
会
資
料
は
、
長
岡
市

役
所
内
合
併
協
議
会
事
務
局
及
び
栃
尾
市
役
所
総
合
政

策
室
で
閲
覧
で
き
ま
す
。 

長岡市・栃尾市の合併協議会設置までの経緯 

栃尾市で合併することについての可否を問う住民投票実施
（「長岡地域との合併に賛成」が65.03%） 

長岡市議会が栃尾市との合併協議会設置議案を可決 
長岡市、栃尾市で協議会設置の告示 
県知事に長岡市・栃尾市合併協議会設置を届け出 

馬場栃尾市長が森長岡市長に合併協議の申し入れ 

栃尾市議会が長岡市との合併協議会設置議案を可決 

両市の合併に関する準備会合開催（長岡市役所大会議室） 

第１回合併協議会開催（長岡市役所大会議室） 

11月 7 日 
 

11月 8 日 

1 月 7 日 

11月17日 

1 月21日 

1 月26日 
 

第
１
回
協
議
会
開
催 

報
告
事
項 

報
告
事
項 



平成17年（2005年）２月９日 （2） 長岡市・栃尾市合併協議会だより 

◆
議
案
第
1
号 

　
　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
の
会
議
の
運
営
に 

　
　
関
す
る
規
程 

　
　
　
「
会
議
は
公
開
と
す
る
」
「
会
議
の
議
事
は
、
出 

　
　
席
委
員
の
大
方
の
賛
同
を
も
っ
て
進
行
す
る
」
な
ど
、 

　
　
会
議
の
運
営
に
関
す
る
規
程
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

◆
議
案
第
2
号 

　
　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
小
委
員
会
規
程 

　
　
　
協
議
会
か
ら
の
付
託
に
よ
り
、
調
査
、
審
議
を
行 

　
　
う
小
委
員
会
を
設
置
で
き
る
と
す
る
小
委
員
会
に
関 

　
　
す
る
規
程
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

◆
議
案
第
3
号 

　
　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
会
議
傍
聴
規
程 

　
　
　
協
議
会
を
傍
聴
す
る
場
合
の
手
続
き
や
傍
聴
者
が 

　
　
守
る
べ
き
事
項
な
ど
に
関
す
る
規
程
が
承
認
さ
れ
ま 

　
　
し
た
。 

 

◆
議
案
第
4
号 

　
　
平
成
１６
年
度
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
事
業
計
画 

　
　
　
次
の
表
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

                

◆
議
案
第
5
号 

　
　
平
成
１６
年
度
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
予
算 

　
　
　
次
の
表
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

                

◆
議
案
第
6
号 

　
　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
の
協
定
項
目 

　
　
　
次
の
表
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
（
協
定
項
目
は
、
合
併
す
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
取
り 

　
　
決
め
て
お
く
重
要
な
事
項
の
こ
と
で
、
協
議
会
に
お 

　
　
い
て
、
協
議
確
認
し
て
両
市
で
締
結
す
る
「
合
併
協 

　
　
定
書
」
に
盛
り
込
ま
れ
ま
す
。
） 

  

　
1
　
合
併
の
方
式 

　
2
　
合
併
の
期
日 

　
3
　
新
市
の
名
称 

　
4
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置 

　
5
　
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

　
6
　
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

　
7
　
地
方
税
の
取
扱
い 

　
8
　
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い 

　
9
　
財
産
の
取
扱
い 

　
１０
　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い 

　
１１
　
組
織
機
構
及
び
支
所
の
取
扱
い 

　
１２
　
条
例
・
規
則
等
の
取
扱
い 

　
１３
　
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い 

　
１４
　
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い 

　
１５
　
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い 

　
１６
　
町
名
・
字
名
の
取
扱
い 

　
１７
　
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
・
交
付
金
の
取
扱
い 

　
１８
　
慣
行
の
取
扱
い 

　
１９
　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い 

　
２０
　
地
域
自
治
の
取
扱
い 

　
２１
　
新
市
建
設
計
画 

  

◆
議
案
第
7
号 

　
　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
の 

　
　
協
定
項
目
の
協
議
方
針 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
原
則
と
し
て
、
長
岡
地
域
合
併
協
議
会
の
協
議
結 

　
　
果
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
合
併
の
期
日 

　
　
及
び
新
市
建
設
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
別
途
協 

　
　
議
す
る
。 

 

◆
議
案
第
8
号 

　
　
合
併
の
方
式 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
栃
尾
市
を
廃
し
、
そ
の
区
域
の
全
部
を
長
岡
市
に 

　
　
編
入
す
る
。 

◆
議
案
第
9
号 

　
　
新
市
の
名
称 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
新
市
の
名
称
は
、
長
岡
市
と
す
る
。 

 

◆
議
案
第
１０
号 

　
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
現
長
岡
市
役
所
の
位 

　
　
置
と
す
る
。 

 

◆
議
案
第
１１
号 

　
　
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例

に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
定
数
特

例
を
適
用
す
る
。 

　
　
　
定
数
特
例
を
適
用
す
る
期
間
は
、
長
岡
市
議
会
の

議
員
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

 

協
議
事
項 

協
議
事
項 

協
定
項
目 

平成16年度 

長岡市・栃尾市合併協議会　事業計画  
１ 会議の開催 
　�長岡市・栃尾市合併協議会 
　　・協議会　月１回程度開催 
　�小委員会、幹事会及び分科会 
　　・小委員会　必要に応じ設置し、必要の都度 
　　　　　　　　開催 
　　・幹事会　　協議会の前に開催 
　　・分科会　　必要の都度開催 
２ 広報広聴の実施 
　�協議会だよりの発行 
　�協議会ホームページの作成 
３ 協議期間 
　　平成17年3月までを目途とする。 

定数特例（議員数は、合計４４人）  
　栃尾市の区域に選挙区を設けるものとし、選挙区における議会の議員
の定数は次のとおりとする。任期は、長岡市の議会の議員の任期（平成
19年4月30日）までとする。  
栃尾選挙区　　4人  
※定数の算出方法 

区分 備　考 平成12年 
国勢調査人口（人） 

長岡市 

栃尾市 

合計 

237,718 

24,704 

262,422

定数 
（人） 

40 

4 

44

平成16年度長岡市・栃尾市合併協議会予算書 
歳　入 

歳　出 

項　目 金　　額 

項　目 金　　額 

904,000円 

19,736,000円 

1,000,000円 

21,640,000円 

 

14,112,000円 

7,527,000円 

1,000円 

21,640,000円 

会 　 議 　 費 

事 業 推 進 費 

予 　 備 　 費 

計  

負 　 担 　 金  

 

 

諸 　 収 　 入  

計  

長　岡　市 

栃　尾　市 

長岡市の人口・定数は長岡地域6市町村合併後の数字 

《栃尾市》 
長岡市の定数×（栃尾市の人口／
長岡市の人口）≒4.16 → ４ 
端数は四捨五入し、１未満は１と
する。 



（3） 平成17年（2005年）２月９日 長岡市・栃尾市合併協議会だより 

◆
議
案
第
１２
号 

　
　
地
方
税
の
取
扱
い 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。 

　
　
　
た
だ
し
、
固
定
資
産
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
合
併 

　
　
年
度
は
現
行
ど
お
り
と
し
、
そ
の
翌
年
度
か
ら
長
岡 

　
　
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。 

 

◆
議
案
第
１３
号 

　
　
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
１
　
栃
尾
市
の
一
般
職
の
職
員
は
、
す
べ
て
長
岡
市
の 

　
　
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

　
　
　
な
お
、
合
併
後
は
、
職
員
の
定
員
適
正
化
計
画
を 

　
　
策
定
し
、
定
員
の
適
正
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

　
２
　
職
員
の
任
免
、
給
与
そ
の
他
の
身
分
の
取
扱
い
に 

　
　
つ
い
て
は
、
職
務
の
実
態
に
照
ら
し
て
、
長
岡
市
の 

　
　
職
員
と
均
衡
を
失
し
な
い
よ
う
公
正
に
取
り
扱
う
も 

　
　
の
と
す
る
。 

 

　
長
岡
市
と
栃
尾
市
で
は
、
職
員
給
与
の
水
準
に
格
差
が

あ
り
ま
す
が
、
合
併
し
た
か
ら
と
い
っ
て
長
岡
市
の
水
準

に
合
わ
せ
る
こ
と
は
せ
ず
、
職
員
個
々
の
現
在
の
給
料
額

を
引
き
継
ぐ
方
式
を
と
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
件
費

の
総
額
が
増
え
た
り
財
政
負
担
が
増
し
た
り
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

◆
議
案
第
１４
号 

　
　
財
産
の
取
扱
い 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
栃
尾
市
の
財
産
（
権
利
及
び
義
務
を
含
む
。
） 

　
　
は
、
す
べ
て
長
岡
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

 

◆
議
案
第
１５
号 

　
　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
栃
尾
市
の
市
長
、
助
役
、
収
入
役
及
び
教
育
長
は
、 

　
　
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
失
職
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

◆
議
案
第
１６
号 

　
　
組
織
機
構
及
び
支
所
の
取
扱
い 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
１
　
現
在
の
長
岡
市
役
所
を
本
庁
と
し
、
栃
尾
市
役
所 

　
　
を
そ
の
行
政
区
域
を
所
管
す
る
支
所
と
す
る
。 

　
２
　
新
市
の
組
織
機
構
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
事 

　
　
項
を
基
本
と
し
て
整
備
す
る
。 

　
　
　
　
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
き
た
さ
な
い
こ
と
。 

　
　
　
　
既
存
庁
舎
等
を
活
用
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
合
併
の
メ
リ
ッ
ト
を
発
揮
で
き
る
こ
と
。 

　
　
　
　
新
し
い
時
代
に
適
切･

弾
力
的･

効
率
的
に
対
応 

　
　
　
で
き
る
柔
軟
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
住
民
の
声
を
的
確
に
反
映
す
る
こ
と
。 

　
　
　
　
住
民
が
利
用
し
や
す
く
、
分
か
り
や
す
い
こ
と
。 

　
　
　
　
指
揮
命
令
系
統
、
責
任
の
所
在
が
明
確
で
あ
る 

　
　
　
こ
と
。 

　
　
　
　
地
域
の
特
性
を
生
か
し
、
地
域
振
興
に
対
応
で 

　
　
　
き
る
こ
と
。 

　
３
　
組
織
機
構
は
、
段
階
的
に
再
編
、
見
直
し
を
行
う 

　
　
も
の
と
す
る
。 

　
４
　
各
行
政
委
員
会
の
取
扱
い
は
、
各
関
係
法
令
に
基 

　
　
づ
き
整
備
す
る
。 

　
５
　
附
属
機
関
等
は
、
原
則
と
し
て
合
併
時
に
統
合
す 

　
　
る
も
の
と
す
る
。 

 

　
組
織
機
構
の
基
本
方
針
を
示
し
た
も
の
で
す
。
支
所
機

能
に
つ
い
て
は
、
「
地
域
自
治
の
取
扱
い
」
で
具
体
的
に

定
め
て
い
ま
す
。 

 

◆
議
案
第
１７
号 

　
　
条
例
・
規
則
等
の
取
扱
い 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
条
例
、
規
則
等
は
、
長
岡
市
の
条
例
、
規
則
等
を 

　
　
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
各
種
事
務
事
業
等
の
調
整
内 

　
　
容
に
関
係
す
る
条
例
、
規
則
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の 

　
　
調
整
内
容
を
踏
ま
え
て
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と 

　
　
す
る
。 

 

◆
議
案
第
１８
号 

　
　
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い 

　
　
　
４
頁
表
２
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
　
　
長
岡
地
域
合
併
協
議
会
で
決
定
し
た
調
整
方
針
に 

　
　
基
づ
い
て
、
一
部
事
務
組
合
や
そ
の
関
係
市
町
村
と 

　
　
協
議
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。 

 

◆
議
案
第
１９
号 

　
　
慣
行
の
取
扱
い 

　
　
　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
１
　
市
章
及
び
市
旗 

　
　
　
　
長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。 

　
２
　
市
民
憲
章
及
び
宣
言 

　
　
　
　
長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。 

　
　
　
　
た
だ
し
、
現
行
の
栃
尾
市
の
憲
章
及
び
宣
言
は
、 

　
　
　
地
域
の
憲
章
及
び
宣
言
と
し
て
継
承
し
、
新
市
の 

　
　
　
市
民
憲
章
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
検
討
す
る
。 

　
３
　
市
の
花
及
び
木 

　
　
　
　
長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。 

　
４
　
市
の
歌 

　
　
　
　
当
面
は
、
長
岡
市
の
制
度
を
引
き
継
ぎ
、
新
市 

　
　
　
歌
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
検
討
す
る
。 

　
５
　
名
誉
市
民 

　
　
　
　
長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。 

 

◆
議
案
第
２０
号 

　
　
地
域
自
治
の
取
扱
い 

　
　
　
長
岡
地
域
合
併
協
議
会
の
協
議
結
果
と
同
じ
内
容 

　
　
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
（
４
頁
を
参
照
） 

 

◆
議
案
第
２１
号 

　
　
新
市
建
設
計
画
の
策
定
方
針 

　
　
　
新
市
建
設
計
画
の
策
定
方
針
に
つ
い
て
、
次
の
と 

　
　
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

「
新
市
建
設
計
画
策
定
方
針
」
（
抜
粋
） 

 

　
１
　
計
画
の
趣
旨 

　
　
　
　
新
市
建
設
計
画
は
、
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例

に
関
す
る
法
律
」
第
５
条
に
基
づ
い
て
作
成
す
る

も
の
で
、
長
岡
市
と
栃
尾
市
と
の
合
併
に
よ
る
一

体
性
の
確
立
・
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
も
の
と
す

る
。 

 

　
２
　
計
画
策
定
の
基
本
方
針 

　
　
　
新
市
建
設
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
「
長
岡
地

域
新
市
将
来
構
想
」
及
び
「
長
岡
地
域
新
市
建
設

計
画
」
を
基
本
と
す
る
。 

 

　
　
　
新
市
建
設
計
画
の
策
定
は
、
「
長
岡
地
域
新
市
建

設
計
画
」
に
長
岡
市
と
栃
尾
市
と
の
合
併
に
必
要

な
内
容
を
追
記
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
、

長
岡
地
域
合
併
協
議
会
で
策
定
し
た
内
容
は
、
変

更
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

　
３
　
計
画
対
象
地
域 

　
　
　
　
長
岡
市
と
栃
尾
市
の
全
区
域 

 

　
４
　
長
岡
市
と
栃
尾
市
と
の
合
併
に
お
い
て
追
加
す
る

主
な
内
容 

　
　
　
新
市
建
設
の
基
本
方
針 

　
　
　
　
栃
尾
地
域
の
夢
（
地
域
別
整
備
・
活
動
方
針
及

び
活
動
展
開
） 

　
　
　
新
市
建
設
の
施
策 

　
　
　
　
長
岡
市
と
栃
尾
市
と
の
新
市
建
設
に
係
る
「
新

市
に
よ
る
根
幹
事
業
」
と「
新
潟
県
の
根
幹
事
業
」 

　
　
　
財
政
計
画 

　
　
　
　
新
市
建
設
の
た
め
の
歳
入
・
歳
出
の
計
画 

 

　
５
　
策
定
手
順 

　
　
　
栃
尾
地
域
の
整
備
活
動
方
針
は
、
「
長
岡
地
域
新

市
将
来
構
想
（
平
成
15
年
10
月
発
行
）
」
に
基
づ

く
も
の
と
す
る
。 

　
　
　
「
長
岡
地
域
新
市
建
設
計
画
」
に
基
づ
き
、
長
岡

市
と
栃
尾
市
に
お
い
て
登
載
候
補
事
業
を
検
討
し
、

関
係
分
科
会
等
で
整
理
す
る
。
そ
れ
ら
を
も
と
に

小
委
員
会
で
審
議
し
て
素
案
を
作
成
し
、
協
議
会

に
お
け
る
協
議
を
経
て
計
画
（
案
）
を
作
成
す
る
。 

　
　
　
計
画
（
案
）
は
、
県
知
事
に
対
す
る
事
前
協
議
及

び
正
式
協
議
を
経
て
、
新
市
建
設
計
画
と
し
て
決

定
す
る
。 

 

◆
議
案
第
２２
号 

　
　
長
岡
市
・
栃
尾
市
合
併
協
議
会
新
市
建
設
計
画 

　
　
策
定
小
委
員
会
設
置
要
綱 

　
　
　
新
市
建
設
計
画
案
を
策
定
す
る
た
め
、
小
委
員
会 

　
　
を
設
置
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 



（4） 平成17年（2005年）２月９日 長岡市・栃尾市合併協議会だより 

古紙配合率100％再生紙を使用しています 大豆インクを使用しています 

●と　き／2月9日　　午前10時から 
●ところ／長岡市役所4階大会議室（長岡市幸町2-1-1） 
●受　付／午前 9 時30分から 

　傍聴席は会場の都合上50席程度です。どなたでも傍聴できますが、座席は先
着順とし、満席の場合は入場をお断りすることがありますので、あらかじめご
容赦ください。 

長岡市・栃尾市合併協議会事務局 
長岡市幸町２－１－１　長岡市役所内 
電話　３９－２２６０・３９－２２２７（直通） 
FAX　 ３９－２２５４ 
●ホームページアドレス 
http://www.nagaoka-gappei.jp/nagaoka-tochio 
●Eメールアドレス 
office4@nagaoka-gappei.jp

≪長岡方式の地域自治のあり方≫ 
　「長岡方式の地域自治」は、市町村合併により、地域の伝統
や文化が失われるのではないか、中心部だけが良くなって周辺
部が取り残されてしまうのではないか、市役所や役場が遠くな
り今より不便になるのではないか、住民の声が行政に届きにく
くなるのではないか、という地域の不安や住民の声を背景に提
言されたものである。そこで合併後も行政の目が地域の隅々ま
で行き届くとともに、地域のことは地域で解決でき、安心して
生活できる仕組みを構築しようとするものである。 
　このことから長岡地域では、各市町村で力を入れてきた特色
ある事業を合併後も引き続き各支所で地域固有業務として行う
こととし、地域の実情に即した地域自治を行える仕組みを採用
するものである。 
　また「長岡方式の地域自治」は、不安の解消だけでなく、地
域自治で最も大切な「地域住民と行政とが一体となって進める
まちづくり」を構築することにも配慮するものである。 
 

≪地域自治組織のしくみ≫ 
　地域自治組織は、支所と地域委員会からなるものとする。 

合併に対するご意見・ご質問をお待ちしています。 
協議会のホームページのほか、手紙、電話、FAXなどで
お気軽にお寄せください。 

第1回新市建設計画策定小委員会開催 

表3　新市建設計画策定小委員会委員名簿 

　１月28日に長岡市役所で第１回新市建設計画策定小委員会が開催されました。
小委員会委員には、協議会委員から表３の委員を選任し、委員長には豊口協氏、
副委員長には鯉江康正氏を選出しました。小委員会では新市の住民と行政が一緒
になってまちづくりを進めるための基本となる計画を策定します。小委員会で審
議・策定された「新市建設計画（案）」は協議会に報告されます。 

長岡市助役 

長岡市議会 市町村合併調査研究委員会委員長 

栃尾市助役 

栃尾市議会議長 

長岡造形大学理事長 

長岡大学助教授 

新潟県長岡地域振興局長 

 

二澤　和夫 

大地　正幸 

外山　康男 

平林　豊作 

豊口　　協 

鯉江　康正 

阿部　誠一 

 

 

 

 

委 員 長 

副委員長 

長岡市 

 

栃尾市 

 

学　識 

経験者 

区　分 氏　名 備考 役　　職　　名 

表1　長岡市・栃尾市合併協議会委員名簿 
図1　長岡市・栃尾市合併協議会の組織体系図 

長岡方式の地域自治 

長岡市長 

栃尾市長 

長岡市助役 

栃尾市助役 

長岡市議会議長 

長岡市議会 市町村合併調査研究委員会委員長 

栃尾市議会議長 

栃尾市議会 合併対策特別委員会委員長 

長岡商工会議所会頭 

企業教育ファシリテーター・産業カウンセラー 

前栃尾織物工業協同組合理事長 

栃尾青年会議所理事 

長岡造形大学理事長 

長岡大学助教授 

新潟県長岡地域振興局長 

森　　民夫 

馬場潤一郎 

二澤　和夫 

外山　康男 

小熊　正志 

大地　正幸 

平林　豊作 

諸橋　虎雄 

田村　　巖 

朝日　由香 

稲田　育彦 

藤崎　徳康 

豊口　　協 

鯉江　康正 

阿部　誠一 

会　長 

副会長 
行　　政 

 

 

 

議　　会 

 

 

 

 

 

 

学　　識 

経 験 者 

長岡市 

 

栃尾市 

区　分 氏　名 備考 役　　職　　名 

住
民
代
表 

組織のイメージ 

長岡市役所 

※本庁に支所との連絡・調整を行う組織を設置する。 

本　庁 栃　尾 
支　所 

中之島 
支　所 

越　路 
支　所 

三　島 
支　所 

山古志 
支　所 

小　国 
支　所 

地域自治組織 

栃尾支所 

※各課では、住民サービスに関する業務や地域固有業務を担う。 

○○課 ○○課 ○○課 ○○課 

支所長 

栃尾地域委員会 

長岡市・栃尾市合併協議会（委員15人） 

分科会（32分科会） 構成／両市の担当課長及び課員 

【協議を行う】 
●行政側／首長（2人）　　　助役（2人） 
●議会側／議長及び議員　　　　（4人） 
●民間等／住民代表　　　　　　（4人） 
　両市共通学識経験者　　　　   （3人） 
 小委員会　必要に応じて設置する 

新市建設計画策定小委員会（7人） 

構成／協議会委員から両市各 2 人（助役各 
　　　 1 人、議会代表または住民代表各 1  
　　　人）、学識経験者（3人） 

幹事会（4人） 

構成／両市の助役、長岡市の理事、 
　　　栃尾市の合併担当課長  
役員／幹事長1人及び副幹事長1人 

会議開催等に関する 
一 般 事 務  

首 長 会 議  

オブザーバー（5人） 
中之島町、越路町、三島町、
山古志村及び小国町　 

事務局（10人） 
職員／事務局長、事務 
　　局次長、事務局員 
構成／両市から職員 
　　を派遣（長岡市9 
　　人、栃尾市1人） 

会議開催等に関する 
一 般 事 務  

付託 計画案提出 

専門的な調査 
・検討の指示 

協議事案・関係資料等の提出 

調整方針案等の提出 

会議開催等に関する 
一 般 事 務  

表2　一部事務組合の調整方針（抜粋） 

長岡地域 
広域行政組合 

区　分 その他 調整方針 

企
画 

長岡地区 
旧伝染病院管理組合 

福
祉
・
保
健
・
医
療 

新潟県 
長岡栃尾三古立 
寺泊老人ホーム組合 

新潟県中越 
福祉事務組合 

長

岡

市

 

栃

尾

市

 

中
之
島
町 

越

路

町

 

三

島

町

 

山
古
志
村 

小

国

町

 

栃尾市は、合併の日の前日
をもって脱退し、長岡市は
継続加入する。 

小千谷市、見
附市、与板町、
和島村、出雲
崎町、川口町 

寺泊町、出雲
崎町、和島村、
与板町 

見附市ほか10
市町村 

見附市ほか６
市町村 

栃尾市は、合併の日の前日
をもって脱退し、長岡市は
継続加入する。 

栃尾市は、合併の日の前日
をもって脱退し、長岡市は
継続加入する。 

栃尾市は、合併の日の前日
をもって脱退し、長岡市は
継続加入する。（平成17年
４月１日の合併に伴い長岡
市として加入） 

○　○　○　○　○　○　○ 

○　○　○　○　○　○　○ 

○　○　　　○　○　○　　 

　　○　○　　　　　　　　 

※長岡地域合併協議会の調整方針に基づいています。 




